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１ 計画の趣旨、現状 

 

（１）計画の趣旨   

   蟹江町は、子どもたちが知性と感性を育み、心身ともに健康で人間性豊かに成長し、互

いの人格を尊重するとともに、社会の一員としての自覚をもって地域にかかわる人間に育

つことをめざしている。このような教育目標を実現するためには、町内の学校に勤務する

教育職員の力が必要であるのは無論であるが、各学校における働き方改革を進めることは、

子どもたちと触れ合う時間を確保し、教員としての質の向上や授業力の向上を図るために

必要なことと考えられる。 

 

（２）本町の現状 

   蟹江町では、年度当初に在校等時間の上限を大幅に超える教育職員が多かったことから、

令和６年度より４月の始業式後１０日あまりを全学年において５時間で下校することとし、

年度当初の事務作業時間の確保に努めてきた。また、以前より平日の中学校部活動終了時

刻を勤務時間に合わせることを実施してきた。 

   こうした取組の結果、蟹江町における教育職員の時間外在校時間の状況は以下のとおり

であった。 

  【令和５・６年度の時間外在校時間の状況及び年休取得日数】 

               月平均時間外  月 45時間   月 80時間   年休取得 

               在校時間    以上の割合  以上の割合   日数 

    小学校 令和５年度  ３４．１時間  ３２．２％  ３．０％   １８．０日 

        令和６年度  ３３．６時間  ３５．８％  ２．９％   １６．７日 

    中学校 令和５年度  ４３．０時間  ４５．４％  ８．８％   １４．３日 

        令和６年度  ４２．２時間  ４５．２％  ９．０％   １２．６日 

 

   校務分掌上の仕事や学年学級事務作業時間が多いと思われる。また、中学校においては、

部活動に係る時間の負担が大きくなっている。また、トラブル事案への対応に多くの時間

を割くことがある。中にはカスタマーハラスメント事案と思われるトラブル事案もあり、

カスハラ防止対策に向けての取組も必要となってくる。 

 

   こうしたことを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法第８条に基づき本計画を策定するものである。 

 

 

２ 目標 

  本計画において達成を目指す目標は以下のとおりとする。 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

  ・１カ月時間外在校等時間が４５時間以下の割合を１００％にする 

  ・１年間における１カ月時間外在校等時間の平均時間を３０時間程度にする 

 



 

（２）ワークライフバランスや働きがい等に関する目標 【 】内は令和６年度の数値 

  ・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を７％以内にする【13.9％】 

  ・自分の仕事に誇りを感じている者の割合を９０％以上にする【89.2％】 

 

３ 計画の期間 

 

  令和８年度～令和１１年度 

 

４ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

  蟹江町では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 

（１）「業務の３分類」を踏まえた業務の見直し 

  ① 学校以外が担うべき業務 

   ・ 通学路における日常的な見守り活動等 

     〇〇小見守隊やボランティアグループによる付き添い下校など、地域住民による見

守り活動を引き続き推進していく。 

   ・ 学校教育活動以外での、児童生徒と地域とのトラブル等 

     補導された児童生徒の引取りについては、保護者が第一義的な責任を負うことにつ

いて、各店舗等と認識を共有していく。 

     地域等における児童生徒の迷惑行動については、まずは警察署に連絡いただき対応

していただく認識を共有していく。 

     （学校に第一報が入った場合は、ていねいな対応を心がけると同時に、警察署へ連

絡をいただきたいことを説明する。） 

・ 保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応 

     首長部局によるカスタマーハラスメントに対する規則が制定され次第、教育委員会

部局においても、規則を作成して教育職員がそれに基づいて対応できるように周知し

ていく。 

     また、首長部局の規則が施行され次第、保護者等から過剰な苦情や要求等で、学校

が対応困難に陥った場合は、弁護士等の専門家を活用できる体制を構築する。それま

では、教育部教育課主幹が関わり、当該苦情等に対応していく。 

   ・ 放課後から夜間における見回りについては、学校における自主的な見回りは、原則

行わないこととする。 

 

 ② 教師以外が積極的に参画すべき業務 

   ・ 調査・統計等への回答 

     学校への依頼を減らすことはもちろんであるが、校務支援システムやデジタル技術

を活用して調査の回答に係る事務負担を軽減する。また、回答にあたっては教育職員

の専門性に深くかかわるもの除き、事務職員が中心となって取り組むこととする。 

     また、学校事務体制の強化のため、蟹江町学校事務共同実施体制をさらに進め、共

同して進めることができる事務作業の効率化を図る。 



   ・ ＩＣＴ機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理 

     機器の入れ替え等のタイミングで、保守点検までを見込んでの契約更新を進めてお

り、教育職員や事務職員の負担を軽減するように推進している。 

   ・ 学校プールや体育館等の施設・設備 

     令和６年度より全小学校５校の水泳指導を町内業者へ外部委託した。中学校につい

ても、今後どうしていくかを検討していく予定である。体育館などの学校施設開放に

ついては、生涯学習課が中心となって管理業務を行っていく。 

   ・ 校舎の開錠・施錠 

     蟹江町会計年度職員の学校用務員が、午前７時３０分の勤務開始であり、開錠業務

が職務内容として入っている。施錠業務については、退校時刻が一定でなく各学校に

任せた方が効率がよいと思われるので、当分の間は当該学校教育職員にお願いをする。 

   ・ 校内清掃 

     広範囲でやりきれない除草作業や危険を伴う場所の窓ふき業務などについては、学

校裁量で利用可能な予算の割り当てにより外部委託を実施していく。また、様々なボ

ランティア活動を通して、実施していくことも考えられる。 

   ・ 部活動 

     令和９年９月からは、原則、休日の全ての部活動において地域展開の実現を目指し

ている。ただし、あくまでも休日の練習活動についてであり、練習試合や公式大会な

どの引率は、今後の検討課題である。 

     平日の部活動については、勤務時間内で終了することを原則としている。 

 

  ③ 教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務 

   ・ 授業準備・学校評価や成績処理 

     蟹江町の会計年度職員として各学校に配置されているスクールサポーターがいる。

個別の児童生徒支援を主な業務としているが、その職務内容に授業支援補助等を明記

して、教師の負担軽減を図る。また、授業準備や採点業務を補助する教育業務支援員

（障がい者）の配置を障がい者就業・生活支援センターと連携し拡充していく。 

     自動採点技術は、希望のある学校に導入しているが、今後の要望をみながら検討を

していく。また、学習用端末にある学習機能を活用して、ドリル学習を個人で行わせ、

教師の点検作業業務の負担軽減を図る。 

   ・ 学校行事の準備・運営 

     学校行事における駐車場整理は、教育職員やＰＴＡ役員が行うのではなく、外部機

関への委託を行う。 

   ・ 支援が必要な児童生徒への対応 

     スクールカウンセラーの生徒指導及び教育相談に関する校内会議への参加をめざし、

スクールソーシャルワーカーについては、校内会議及びケース会議に参加して、専門

的な知見を活用しつつ、外部機関との連携や協働した支援体制を構築する。 

     教育委員会において、幼保小の連携の場を年３回は実施することで、連携・協働し

て適切な役割分担のもと、個別支援を行うことができる体制を構築する。 

     医療的ケア児童生徒については、医療的ケア看護職員、特別支援学級担任、教育課



職員の懇談会を年２回以上は開催し、保護者の意向を含めた支援体制の構築をする。 

   ・ 現在、会計年度職員として養護教諭を１名基幹校に配置し、町内７校の養護教諭業

務の負担軽減（事務作業、宿泊行事の際の応援など）を行っているが、中学校区に１

名ずつ配置できるように拡充をする。 

 

 

（２）学校における措置の推進 

   学校における以下の措置を推進することで、教育職員が担う業務の適正化を図る。 

  ・ 年度当初の時間割について、１週間程度を５時間授業として、児童生徒を一斉下校さ

せて、６時間目から年度当初の事務作業時間を確保して負担軽減している。今後、年度

末においても、同様に５時間授業として６時間目を年度末の事務作業時間として負担軽

減を図るよう見直す。 

  ・ 校内において授業研究を行い、授業反省会を行う場合、当日の１時間あたりの時間を

５分短縮して、３０分程度の時間を生み出し、その時間において授業反省会を実施する

ことを推進する。 

  ・ ＩＣＴを活用した会議のペーパレス化やデータ化を推進し、生成ＡＩによる事務作業

の自動化・効率化、校務支援システムやメール機能等を活用して、効率的な職務遂行を

推進する。 

  ・ 令和 10 年度（2028 年度）までに、全校に電話機の録音機能及び勤務時間外の音声対

応機能や留守番電話機能を検討する。 

 

（３）教育職員の健康及び福祉 

   教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守するとともに、

以下の内容に取り組む。 

  ・ １箇月時間外在校等時間が８０時間を超えた教育職員のうち、希望する者には、医師

による面接指導を実施する。 

  ・ １１時間を目安とする勤務間インターバル（終業時間より始業時間まで）の確保に取

り組む。 

  ・ ストレスチェックの実施率１００％をめざし、実施後の集団分析及び結果等を活用し

て職場改善を図っていく。 

  ・ 年次休暇の年間取得については、１２日以上の取得を推進すると同時に、まとまった

日数連続して取得できることを各学校に対して促進する。 

  ・ 学校における定時退校日を週１日は設定するように推進する。 

  ・ 勤務時間の割り振り変更を行うことを推進する。 

 

５ 関連する取組、今後のフォローアップについて 

  ・ 取組の着実な実行を図るため、町内各学校の教育職員の在校時間の状況を把握し、毎

年度、定例の教育委員会及び総合教育会議において報告することとする。 

  ・ 教育委員会において、各学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題がみられ

るときは、当該学校に対して聞き取りや指導等を実施する。特に、改善可能な内容が課



題となっている場合には、速やかに改善されるように個別の支援・指導を実施する。 

  ・ 各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計画の周

知を行うとともに、校長をはじめとした管理職のリーダーシップのもと、毎年度の重点

努力目標を作成させ、働き方改革に向けた取組を実施する。 

  ・ 校長による支援・指導があるにも関わらず在校時間の多い教育職員については、教育

課職員による聞き取り調査を実施し、改善方法について検討して改善に取り組む。 

  ・ 保護者をはじめ地域住民の理解を促進するため、首長部局と連携し、保護者や町内会

等に対して、本町における「業務３分類」をはじめとする業務量管理・健康確保措置の

内容について周知を行うとともに、具体の項目について協力を得られるよう取り組む。 


